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二
月
定
例
会
は
二
月
二
十

三
日
に
招
集
さ
れ
、
総
合
計

画
の
基
本
構
想
、
新
潟
市
と

の
中
枢
都
市
圏
形
成
に
係
る
連
携
協
約
の
締
結
、
新
年
度
予

算
な
ど
四
十
七
件
の
議
案
等
を
審
議
し
、
三
月
十
七
日
に
閉

会
し
ま
し
た
。

　

新
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は
、
二
百
三
十
四
億
三
千
万
円

で
前
年
比
二
・
三
％
の
増
で
す
。
主
な
事
業
に
は
、
地
域
お

こ
し
協
力
隊
員
を
受
け
入
れ
る
「
五
泉
で
農
業
や
っ
て
み
隊

支
援
事
業
」
や
、
市
外
か
ら
転
入
し
た
新
婚
世
帯
、
子
育
て

世
帯
に
住
宅
取
得
費
の
一
部
を
助
成
す
る
「
ウ
ェ
ル
カ
ム

フ
ァ
ミ
リ
ー
住
ま
い
る
事
業
」
な
ど
、
新
た
な
施
策
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

第
二
次
総
合
計
画
も
ス
タ
ー
ト
す
る
わ
け
で
す
が
、
将
来

像
「
ず
っ
と
五
泉
。
～
次
の
一
歩
を
、
と
も
に
未
来
へ
～
」

の
実
現
に
む
け
、
議
会
と
し
て
も
施
策
や
事
業
の
審
議
を
通

し
て
、
五
泉
市
の
発
展
に
寄
与
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
定
例
会
で
は
、
百
条
委
員
会
の
経
過
報
告
や
平
成

二
十
八
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
に
対
す
る
修
正
案
、
条
例

改
正
の
発
議
な
ど
議
員
か
ら
の
提
案
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

今
後
も
積
極
的
に
発
信
し
、
市
民
の
皆
様
に
信
頼
さ
れ
る
議

会
と
な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

議
　
長

　
林
　
　
　
茂
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平成29年 第１回

２月 新年度予算など47議案を可決

定例会

２月23日(木)

24日(金)

27日(月)

28日(火)

３月　　　　

７日(火)～９日(木)

10日(金)・13日(月)

17日(金)

本会議（開会、議長報告、会期決定、議長報告、委員会経過報告、

　　　　議案審議）

本会議（施政方針説明、議員派遣、一般質問、懲罰動議）

本会議（一般質問、議案上程）

本会議（質疑、委員会付託）

総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会、建設産業常任委員会

原水爆禁止五泉協議会の補助金事務調査特別委員会

本会議（委員会経過報告、委員会審査報告、採決、議案審議、委員

　　　　会継続調査、議員派遣、閉会）

　２月定例会の日程

月　日 内　　　　容

　平成29年第１回２月定例会が２月23日に招集され、３月17日まで

の23日間の会期で開催されました。

　初日の23日は、猪熊豊氏の議員辞職があったことの議長報告で始

まり、会期の決定、議長報告のあと原水爆禁止五泉協議会の補助金

事務調査特別委員会の経過報告があり、その後、議員発議１件、専決処分の承

認、各会計の補正予算などの議案８件を審査し、すべて原案を可決しましたが、

一般会計補正予算に対する修正の動議が提出されるなど審査に時間を要したた

め、市長の施政方針などの日程を翌日に繰り延べて散会しました。

　２日目の24日は、新年度にむけた市長の施政方針の説明の後、議員派遣を諮

り、その後市政一般に関する質問を行いました。７番目に質問に立った安中聡

議員が、猪熊豊氏が会計担当の原水爆禁止五泉協議会の非核・平和推進事業費

補助金に係る監査業務についての一般質問の中で同僚議員や監査委員を誹謗中

傷する発言があったことから懲罰動議が提出され、懲罰特別委員会を設置して

審査の結果、議会の品位を軽視して議会の秩序を乱したとして出席停止７日間

の懲罰を科すことになりました。

　３日目の27日は、残る市政一般に関する質問の後、議案29件を一括議題とし

て当局の提案説明を行いました。

　４日目の28日は、前日に上程された議案29件に対する総括質疑を行った後、

各常任委員会に付託して散会しました。

　最終日の３月17日は、原水爆禁止五泉協議会の補助金事務調査特別委員会の

委員会経過報告が行われた後、委員会付託案件について各常任委員会の審査報

告に続いて採決が行われ、それぞれ可決しました。その後、教育委員の任命な

どの人事案件２件、日程追加された市長からの追加議案１件と議員発議２件な

どを審議・採決して閉会しました。
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（◎委員長　○副委員長）

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
当

局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付

申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
決
定

し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ

ま
す
。

　

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て
、

　

ま
ず
、
総
務
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
都
市
間
交
流
促
進
事

業
は
、
既
に
交
流
が
始
ま
っ
て
い
る
都
市
と
の
交
流
の
発
展
や
拡

大
の
た
め
、
ま
た
新
規
の
交
流
の
た
め
に
、
相
互
訪
問
や
懇
談
会
、

イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
参
加
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
五
泉
市
に
対
し
て

の
声
掛
け
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

東
京
都
葛
飾
区
で
産
業
フ
ェ
ア
、
環
境
フ
ェ
ア
が
あ
っ
た
際
に
、

五
泉
市
か
ら
出
店
し
て
は
ど
う
か
と
お
誘
い
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
防
災
訓
練
を
行
う
際
に
も
視
察
の
案
内
や
、
五
泉
市
を
Ｐ
Ｒ

す
る
た
め
の
ブ
ー
ス
を
設
け
た
い
と
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

次
年
度
以
降
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
交
流
の
希
望
が
あ
れ
ば
、

で
き
る
範
囲
で
参
加
し
て
都
市
間
交
流
を
一
層
強
化
し
て
い
き
た

い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
事
業
が
終
了
し
た
ら
交
流
も
終
わ
り
で

は
な
く
て
、
来
年
も
ま
た
こ
ち
ら
か
ら
行
く
、
こ
ち
ら
に
来
て
も

ら
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
こ

れ
か
ら
も
続
け
て
い
け
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と

の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
企
画
政
策
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
地
域
お
こ
し
協

力
隊
に
つ
い
て
、
今
後
の
展
開
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
と
た

だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
は
、
農
業
分
野
に
限
ら
ず
観
光
分
野
や
ま

ち
お
こ
し
、
特
産
品
づ
く
り
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
の
活
動
が

で
き
る
制
度
で
す
。
五
泉
市
で
も
ま
ず
農
業
分
野
で
取
り
組
み
ま

す
が
、
そ
れ
ら
の
実
績
を
ふ
ま
え
て
観
光
面
と
か
ま
ち
お
こ
し
、

特
産
品
づ
く
り
と
い
っ
た
分
野
で
こ
れ
か
ら
隊
員
を
確
保
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
観
光
分
野
で
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
し

て
も
ら
う
か
に
つ
い
て
は
、
担
当
の
商
工
観
光
課
と
検
討
し
な
が

ら
募
集
を
か
け
て
い
き
た
い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、（
総
合
戦
略
）
元
気
出
せ
ご
せ
ん
若
者
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
事
業
に
つ
い
て
、
こ
の
運
営
は
ど
こ
に
委
託
を
し
て
い
る
の
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

平
成
二
十
九
年
度
は
、
新
潟
医
療
福
祉
大
学
と
連
携
し
て
、
特

産
品
を
使
っ
た
ヘ
ル
シ
ー
メ
ニ
ュ
ー
の
考
案
に
関
す
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
予
定
し
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
消
防
機
関
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、（
総
合
戦
略
）
救

急
隊
員
育
成
事
業
で
は
、
指
導
救
命
士
一
名
と
救
急
救
命
士
一
名

を
育
成
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
現
在
何
名
い
る
の
か
、
と
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、

　

救
急
救
命
士
は
、
現
在
二
十
二
名
い
ま
す
。
主
に
事
務
を
し
て

い
る
者
が
四
名
と
、
実
際
に
救
急
車
に
乗
っ
て
い
る
者
が
十
八
名

で
す
。

　

そ
れ
か
ら
指
導
救
命
士
は
、
救
急
救
命
士
の
質
を
高
め
よ
う
と

い
う
こ
と
で
、
今
ま
で
も
各
消
防
本
部
に
救
命
士
の
リ
ー
ダ
ー
は
い

ま
し
た
が
、
明
確
に
指
導
に
関
す
る
リ
ー
ダ
ー
を
定
め
る
目
的
で

制
度
が
発
足
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
二
十
八
年
度
に
制
度
化
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
は
い
ま
せ
ん
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
市
役
所
本

庁
は
、
無
料
の
Ｗ
ｉ
―
Ｆ
ｉ
を
導
入
し
て
い
て
、
利
用
者
は
Ｗ
ｉ

―
Ｆ
ｉ
を
使
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
環
境
が
で
き

た
。
新
し
い
総
合
会
館
管
理
棟
に
は
会
議
室
が
数
々
あ
り
、
そ
こ

を
利
用
さ
れ
る
方
も
い
る
の
で
、
今
の
時
代
、
そ
う
い
う
環
境
を

整
え
る
の
も
よ
い
と
考
え
る
が
い
か
が
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

総
合
会
館
で
は
そ
う
い
っ
た
環
境
は
、
現
時
点
で
は
特
別
必
要

な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
状
況
は
日
々
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
の
で
、
今
後
の
状
況
を
見
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

去
る
二
月
二
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

議
第
二
号 

第
二
次
五
泉
市
総
合
計
画
基
本
構
想
に
つ
い
て

議
第
三
号 

新
潟
市
及
び
五
泉
市
に
お
け
る
連
携
中
枢
都
市
圏

の
形
成
に
係
る
連
携
協
約
の
締
結
に
つ
い
て

議
第
四
号 

教
育
に
関
す
る
事
務
の
委
託
の
廃
止
に
つ
い
て

議
第
五
号 

川
内
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い

て

議
第
六
号 

戸
倉
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い

て

議
第
七
号 

蛭
野
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い

て

議
第
八
号 

五
泉
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
九
号 

五
泉
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
号 

五
泉
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
一
号 

五
泉
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

議
第
十
二
号 

五
泉
市
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
七
号 

五
泉
市
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
八
号 

五
泉
市
い
じ
め
防
止
対
策
委
員
会
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

議
第
十
九
号 

五
泉
市
総
合
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
号 

五
泉
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
号 

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
の
う
ち

本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

　

以
上
の
十
六
件
で
あ
り
ま
す
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
剣
持
　
雄
吾
　
　
　
林
　
　
　
茂
　
　
　
今
井
　
　
博
　
　
　
深
井
　
邦
彦

○
佐
藤
　
　
浩
　
　
　
安
中
　
　
聡
　
　
　
桑
原
　
一
憲
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ま
ず
、
こ
ど
も
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議
第

三
十
号 

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算

の
う
ち
、
保
育
園
保
護
者
負
担
金
に
関
連
し
て
、

　

保
育
料
に
つ
い
て
は
国
が
定
め
る
上
限
額
の
範
囲

内
で
市
町
村
が
定
め
る
と
決
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の

具
体
的
な
数
値
を
示
し
て
ほ
し
い
、
と
た
だ
し
た
と

こ
ろ
、

　

五
泉
市
の
保
育
料
軽
減
率
は
、
平
成
二
十
八
年
度

当
初
で
三
七
・
五
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
、
と
の
答

弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
ど
も
課
の
最
も
大
き
な
事
業
で
あ
る
保

育
園
の
保
育
料
を
軽
減
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の

が
、
五
泉
市
民
の
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。
一
年
間
の
出
生

数
を
な
ん
と
か
三
百
人
台
に
戻
す
と
い
う
こ
と
を
最

大
目
標
に
、
保
育
料
の
第
二
子
無
料
化
を
前
向
き
に

検
討
す
る
こ
と
を
強
く
要
望
し
た
い
が
い
か
が
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

他
市
に
比
べ
魅
力
的
と
な
る
保
護
者
の
た
め
の
支

援
策
を
打
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
人

口
を
減
ら
さ
な
い
た
め
に
も
、
保
育
料
と
保
育
に
係

る
そ
の
他
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で

あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
環
境
保
全
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議

第
三
十
号 

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予

算
の
う
ち
、
空
き
家
対
策
事
業
に
関
連
し
て
、

　

条
例
が
で
き
、
協
議
会
が
設
置
さ
れ
る
と
、
現
在

空
き
家
で
荒
れ
放
題
と
い
う
よ
う
な
空
き
家
に
対
し

て
、
速
や
か
な
対
応
が
な
さ
れ
る
の
か
、
と
た
だ
し

た
と
こ
ろ
、

　

特
定
空
き
家
の
認
定
基
準
や
ス
ム
ー
ズ
な
対
応
の

た
め
の
指
針
を
対
策
協
議
会
で
話
し
合
い
、
計
画
を

策
定
し
、
市
は
そ
の
計
画
に
従
っ
て
進
め
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
特
定
空
き
家
に
認
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る

空
き
家
は
、
現
在
ど
の
く
ら
い
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

老
朽
の
度
合
い
が
最
も
高
い
も
の
と
把
握
し
て
い

る
の
は
、
二
月
二
十
日
現
在
で
四
十
二
件
と
考
え
て

お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
よ
り
、
四
十
二
件
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
が
、
そ
う
い
う
所
の
周
辺
の
方
々
は
本
当
に

困
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
速
や
か
な
対
応
を
し
て
い

た
だ
き
た
い
、
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

去
る
二
月
二
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委

員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
は
、

 

議
第
十
三
号
　
　
五
泉
市
空
家
等
対
策
協
議
会
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
四
号
　
　
五
泉
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
号
　
　
平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
一
般
会

計
予
算
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に

属
す
る
事
項

議
第
三
十
一
号
　
平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
予
算

議
第
三
十
二
号
　
平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
介
護
保

険
特
別
会
計
予
算

議
第
三
十
六
号
　
平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

　

以
上
の
六
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
う
と

と
も
に
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ

た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会

審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
決
定
し
た
次
第
で

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

市
民
厚
生
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
佐
藤
　
　
渉
　
　
　
町
田
　
俊
夫
　
　
　
広
野
　
　
甲
　
　
　
白
井
　
妙
子

○
伊
藤
　
昭
一
　
　
　
羽
下
　
　
貢
　
　
　
熊
倉
　
政
一

（◎委員長　○副委員長）
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ま
ず
、
平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
の
都

市
整
備
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
複
合
施
設
建
設
事
業
、

実
施
設
計
業
務
委
託
料
八
千
万
円
に
関
連
し
て
、

　

こ
の
度
の
計
画
範
囲
に
つ
き
ま
し
て
は
、
基
本
設
計
を

行
う
業
者
選
定
を
す
る
た
め
の
計
画
範
囲
と
い
う
こ
と
で

約
十
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
範
囲
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
中

の
約
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
計
画
用
地
と
し
て
提
案
を
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
出
入
口
等
に
つ
き
ま
し
て
も
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
で

提
案
を
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の
説
明

を
受
け
て
、

　

現
在
の
状
況
か
ら
完
成
に
至
る
ま
で
の
計
画
と
、
そ
の

概
ね
の
予
定
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と

こ
ろ
、

　

基
本
設
計
に
つ
き
ま
し
て
は
三
月
二
十
日
の
第
二
次
審

査
後
に
契
約
を
し
ま
し
て
、
九
月
頃
に
は
完
成
さ
せ
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
後
の
予
定
で
あ
り
ま
す
が
平
成
二
十
九
年

度
に
実
施
設
計
に
入
り
、
平
成
三
十
二
年
度
の
完
成
を
目

指
し
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
市
営
住
宅
用
地
購
入
費
一
億
千
九
百
四
十
九
万

八
千
円
に
つ
い
て
、
購
入
を
予
定
す
る
場
所
は
ど
の
辺
り

か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

市
営
住
宅
の
建
設
予
定
地
で
あ
り
ま
す
が
、
南
本
町
地

内
で
、
東
南
環
状
線
と
市
道
駅
南
公
園
線
の
交
差
点
付
近

の
宅
地
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
入
居
者
は
ど
の
よ
う
な
方
を
対
象

と
す
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

入
居
対
象
者
と
し
て
考
え
て
お
り
ま
す
の
は
、
子
育
て

世
代
と
単
身
高
齢
者
で
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
農
林
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
五
泉
で
農
業

や
っ
て
み
隊
支
援
事
業
八
百
二
十
六
万
六
千
円
の
う
ち
、

嘱
託
職
員
報
酬
三
百
九
十
八
万
四
千
円
に
つ
い
て
、
募
集

は
二
名
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
、
と
の
説
明
を
受
け
て
、

　

自
動
車
と
住
宅
の
借
上
料
が
あ
る
が
、
二
名
と
い
う
の

は
実
際
に
希
望
者
は
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、
関
東
か
ら
の
男
性
一
名
が
確
定
し
て
お
り
ま
す
。

三
月
十
日
ま
で
の
第
二
次
募
集
で
は
、
す
で
に
三
名
の
応

募
が
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
を
受
け
て
、

　

農
業
を
行
な
う
際
の
農
地
は
ど
う
す
る
の
か
、
と
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、

　

最
初
は
、
隊
員
と
し
て
農
業
そ
の
も
の
を
勉
強
す
る
た

め
農
家
に
就
農
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
、
農
家
の
方
の

協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
独
立
に
つ
い
て
も
支
援
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の
答

弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
住
宅
と
車
を
支
援
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、
住
宅
に
つ
き
ま
し
て
は
ア
パ
ー
ト
を
、
車
両
に

つ
き
ま
し
て
は
軽
自
動
車
を
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の
答

弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

　

去
る
二
月
二
十
八
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会

に
付
託
さ
れ
た
事
件
は
、

議
第
十
五
号 

五
泉
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

議
第
十
六
号 

五
泉
市
中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
振
興

基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
一
号 

市
道
の
廃
止
に
つ
い
て

議
第
二
十
二
号 

市
道
の
認
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
号 

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予

算
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事

項

議
第
三
十
三
号 

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
下
水
道
事
業

特
別
会
計
予
算

議
第
三
十
四
号 

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
簡
易
水
道
事

業
特
別
会
計
予
算

議
第
三
十
五
号 

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
川
東
財
産
区

一
般
会
計
予
算

議
第
三
十
七
号 

平
成
二
十
九
年
度
五
泉
市
水
道
事
業
会

計
予
算

　

以
上
の
九
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
現
地
調
査
を
行
う
と
と
も

に
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ
た
結
果
、

お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
に

記
載
の
と
お
り
、
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。

建
設
産
業
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
阿
部
　
周
夫
　
　
　
鈴
木
　
良
民
　
　
　
平
井
　
敏
弘

○
長
谷
川
政
弘
　
　
　
牛
膓
　
利
栄
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記
者
会
見
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
日
本
共
産
党
下
越
地
区
委

員
会
が
十
二
月
二
十
二
日
付
で
発
表
し
た
「
五
泉
市
の
猪
熊
豊

市
議
辞
職
に
あ
た
っ
て
、
日
本
共
産
党
の
見
解
」
に
詳
し
く
書

か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
猪
熊
豊
氏
が
行
っ
て

い
た
不
正
の
中
身
は
、
第
一
に
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
構

成
員
の
一
員
と
し
て
会
計
事
務
を
実
質
的
に
一
人
で
行
っ
て
き

た
こ
と
。
第
二
に
原
水
爆
禁
止
新
潟
県
協
議
会
の
領
収
書
金
額

を
書
き
換
え
、
そ
の
コ
ピ
ー
を
五
泉
市
に
提
出
し
て
い
た
。
つ

ま
り
、
広
島
な
い
し
長
崎
ま
で
の
往
復
の
交
通
費
分
を
、
原
水

爆
禁
止
新
潟
県
協
議
会
の
領
収
書
に
上
乗
せ
し
て
金
額
を
書
き

換
え
て
い
た
。ま
た
、資
材
代
の
支
払
い
額
を
水
増
し
し
て
い
た
。

　

原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
補
助
金
事
務
調
査
特
別
委
員
会

の
経
過
に
つ
い
て
、
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
十
二
月
六
日
の
本
会
議
に
お
い
て
本
特
別
委
員
会
が
設

置
さ
れ
、
十
二
月
定
例
会
最
終
日
、
十
六
日
の
本
会
議
に
お
い

て
中
間
報
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

本
委
員
会
が
引
き
続
き
調
査
を
行
っ
て
い
た
最
中
の
十
二
月

十
九
日
、
猪
熊
豊
氏
が
一
連
の
不
正
行
為
の
責
任
を
と
っ
て
議

員
辞
職
し
た
こ
と
は
、
新
聞
発
表
な
ど
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

議
員
辞
職
当
日
は
、
五
泉
市
役
所
に
お
い
て
日
本
共
産
党
下
越

地
区
委
員
会
に
よ
る
記
者
会
見
が
行
わ
れ
、
猪
熊
豊
氏
同
席
の

も
と
、
不
正
の
事
実
が
公
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
百
条
委
員
会
経
過
報
告
【
二
月
二
十
三
日
報
告
】

【
百
条
委
員
会
】

※
百
条
委
員
会
と
は
、
地
方
自
治
法
第
百
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
調
査
権
を
議
会

か
ら
委
任
さ
れ
た
委
員
会
の
通
称
で
す
。
関
係
人
の
出
頭
、
証
言
及
び
記
録
の

提
出
を
請
求
で
き
る
な
ど
調
査
権
に
は
た
い
へ
ん
強
い
権
限
が
あ
り
ま
す
。

原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
補
助
金
事
務
調
査
特
別
委
員
会 

経
過
報
告

◎
鈴
木
　
良
民
　
　
　
阿
部
　
周
夫
　
　
　
伊
藤
　
昭
一
　
　
　
深
井
　
邦
彦

○
佐
藤
　
　
浩
　
　
　
平
井
　
敏
弘
　
　
　
長
谷
川
政
弘
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が
、
領
収
書
の
原
本
は
じ
め
関
係
記
録
の
ほ
と
ん
ど
が
紛
失
し

現
存
し
て
い
な
い
と
の
回
答
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
寄
付
金
の
奉

加
帳
に
関
し
て
は
平
成
二
十
八
年
度
分
を
含
む
過
去
全
て
の
も

の
を
紛
失
し
た
と
の
回
答
で
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
会
計
事
務
を
実

質
的
に
一
人
で
行
っ
て
き
た
猪
熊
豊
氏
が
、
証
拠
書
類
の
隠
ぺ

い
や
証
拠
隠
滅
に
深
く
関
与
し
て
い
る
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

　

そ
れ
で
は
、
現
在
ま
で
に
判
明
し
た
も
の
に
つ
い
て
報
告
い

た
し
ま
す
。

　

総
務
課
に
提
出
さ
れ
た
平
成
十
八
年
度
か
ら
二
十
八
年
度
ま

で
の
五
泉
市
非
核
・
平
和
推
進
事
業
費
補
助
金
の
実
績
報
告
書

に
関
し
て
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
で
は
、
毎
年
、
広
島
市
及

び
長
崎
市
で
開
催
さ
れ
る
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
に
代
表
を
派

遣
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
内
の
平
成
二
十
二
年
度
、
二
十
四
年

度
、
二
十
七
年
度
の
三
年
間
に
お
い
て
四
名
の
参
加
者
を
偽
名

で
報
告
し
、
同
様
に
領
収
書
も
偽
名
で
作
成
し
て
い
た
こ
と
が

日
本
共
産
党
下
越
地
区
委
員
会
の
調
査
を
通
じ
て
、
領
収
書
を

偽
造
す
る
な
ど
の
行
為
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
不
正
の
動
機
に

つ
い
て
は
、
補
助
金
の
限
度
額
を
受
け
取
る
た
め
に
、
領
収
書

の
書
き
換
え
な
ど
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

猪
熊
豊
氏
が
行
っ
て
き
た
こ
れ
ら
の
不
正
行
為
の
検
証
及
び

解
明
も
含
め
、
本
委
員
会
で
は
十
二
月
中
に
二
回
、
一
月
中
に

五
回
、
二
月
に
六
回
委
員
会
を
開
催
し
、
原
水
爆
禁
止
五
泉
協

議
会
の
補
助
金
事
務
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

調
査
の
中
身
に
つ
き
ま
し
て
は
、
総
務
課
、
及
び
関
係
団
体
、

関
係
者
に
対
し
て
記
録
の
提
出
を
求
め
た
ほ
か
、
平
成
十
八
年

度
か
ら
二
十
八
年
度
ま
で
の
五
泉
市
非
核
・
平
和
推
進
事
業
費

補
助
金
に
係
る
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
へ
の
補
助
金
事
務
に

携
わ
っ
た
担
当
職
員
十
八
名
に
証
人
出
頭
を
求
め
た
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
関
係
団
体
及
び
関
係

者
十
名
に
も
証
人
出
頭
を
求
め
、
慎
重
に
調
査
を
行
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　

記
録
の
提
出
に
関
し
て
は
、
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
に
対

し
、
何
度
も
何
度
も
記
録
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
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判
明
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
が
毎

年
五
〇
〇
部
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
作
成
し
配
布
し
て
き
た
と

い
う
「
原
爆
写
真
展 

感
想
文
集
」
に
お
い
て
も
、
同
様
に
偽

名
を
使
っ
た
参
加
者
の
感
想
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
偽

名
を
使
わ
れ
た
方
々
か
ら
は
、
自
分
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
偽

造
さ
れ
た
も
の
だ
と
の
証
言
も
得
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
合
併
前
の
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
の
参
加
者
に
つ
い

て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
住
民
登
録
さ
れ
て
い
な
い
氏
名
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
現
在
調
査
中
で
あ
り
ま

す
。

　

次
に
、
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
へ
の
参
加
経
費
と
し
て
、
原

水
爆
禁
止
新
潟
県
協
議
会
に
支
払
っ
た
「
交
通
費
・
宿
泊
費
・

保
険
料
等
」
の
領
収
書
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
平
成
十
八
年

度
か
ら
二
十
七
年
度
ま
で
の
十
年
間
の
内
、
原
水
爆
禁
止
五
泉

協
議
会
の
実
績
報
告
書
に
添
付
さ
れ
た
領
収
書
の
写
し
と
原
水

爆
禁
止
新
潟
県
協
議
会
の
領
収
書
を
照
合
し
た
と
こ
ろ
、
八
年

分
で
金
額
が
く
い
違
っ
て
お
り
、
改
ざ
ん
及
び
水
増
し
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
判
明
い
た
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
但
し
書
き
が
改

ざ
ん
さ
れ
る
な
ど
、
十
年
間
す
べ
て
に
渡
っ
て
偽
造
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
。

　

次
に
、原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
の
参
加
者
に
支
払
わ
れ
た「
現

地
交
通
費
・
食
事
代
・
通
信
費
」
に
つ
い
て
は
、
三
年
分
で
偽

名
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
証
人
喚
問
し
た
原
水
爆
禁
止
世
界
大

会
へ
の
参
加
者
六
名
の
う
ち
三
名
か
ら
、
自
分
が
書
い
た
も
の

で
は
な
い
と
の
証
言
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
一
方
、
受
領

を
認
め
た
参
加
者
か
ら
は
、
使
用
使
途
に
つ
い
て
の
明
確
な
証

言
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

次
に
、「
印
刷
・
コ
ピ
ー
代
」
は
、「
原
爆
写
真
展 

感
想
文

集
」
を
作
成
す
る
た
め
の
コ
ピ
ー
代
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
新
津
民
主
商
工
会
か
ら
提
出
を
受
け
た
コ
ピ
ー
一
枚
あ
た

り
の
単
価
を
も
と
に
、
五
泉
協
議
会
の
実
績
報
告
書
に
記
載
さ

れ
た
「
原
爆
写
真
展 

感
想
文
集
」
の
発
行
部
数
に
各
年
度
の

ペ
ー
ジ
数
を
掛
け
て
全
体
の
枚
数
と
金
額
を
導
き
出
し
た
と
こ

ろ
、
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
分
を
見
込
ん
で
も
、
ま
だ
相
当
な
金
額
の

開
き
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
原
爆
写
真
展 

感
想
文
集
」
の
参
加
者
の
感
想
文
に

使
わ
れ
た
写
真
が
複
数
年
度
で
使
い
回
し
さ
れ
て
い
た
な
ど
の

偽
装
行
為
も
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
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次
に
、「
写
真
展
経
費
・
学
習
会
議
費
・
報
告
会
議
費
」
に

つ
い
て
は
、
裏
付
け
と
な
る
領
収
書
や
使
用
使
途
に
つ
い
て
の

明
確
な
証
言
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
あ
ろ
う
こ
と

か
、
一
部
で
は
偽
名
の
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
判

明
い
た
し
ま
し
た
。

　

次
に
、「
パ
ン
フ
・
書
籍
・
資
材
代
等
」
に
つ
い
て
は
、
原

水
爆
禁
止
新
潟
県
協
議
会
の
証
言
で
、
多
く
の
年
度
で
領
収
書

の
改
ざ
ん
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明
い
た
し
ま
し
た
。

　

同
じ
く
「
パ
ン
フ
・
書
籍
・
資
材
代
等
」
に
関
し
て
、
原
水

爆
禁
止
五
泉
協
議
会
か
ら
原
水
爆
禁
止
新
潟
県
協
議
会
へ
の
支

払
い
は
元
々
滞
り
が
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
度
重
な
る
催
促
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
六
年
か
ら
平
成
二
十
七
年
の
二
年
間

は
未
納
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
補
助
金
を
不
正
受

給
す
る
目
的
で
、
実
績
報
告
書
に
は
偽
造
し
た
領
収
書
を
添
付

し
、
あ
た
か
も
支
払
い
が
完
了
し
て
い
る
か
の
如
く
欺
い
て
い

た
こ
と
が
判
明
い
た
し
ま
し
た
。

　

以
上
の
こ
と
が
、
提
出
さ
れ
た
記
録
や
証
人
喚
問
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
り
、
猪
熊
豊
氏
の
少
な
く
と
も
十
年
間
に
渡
る
不

正
行
為
が
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

猪
熊
豊
氏
の
一
連
の
不
正
は
、
市
民
に
対
す
る
詐
欺
行
為
の

み
な
ら
ず
、
議
員
に
対
す
る
信
頼
を
大
い
に
失
墜
さ
せ
る
行
為

で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
詐
欺
行
為
が
日
常
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
猪
熊
豊
氏
の
責
任
は
重
大
で
あ
り
、
調
査
終

了
後
に
は
し
か
る
べ
き
法
的
手
段
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
本
委
員
会
は
継
続
中
で
あ
り
、
今
後
も
新
た
な
記
録

の
提
出
要
求
や
職
員
及
び
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
関
係
者
、

猪
熊
豊
氏
本
人
に
証
人
出
頭
要
求
を
行
い
、
疑
惑
解
明
の
た
め

に
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
補
助
金
事
務
調
査
特
別

委
員
会
の
経
過
報
告
と
い
た
し
ま
す
。
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原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
補
助
金
事
務
調
査
特
別
委
員
会

の
経
過
に
つ
い
て
、
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
十
二
月
六
日
の
本
会
議
に
お
い
て
本
特
別
委
員
会
が
設

置
さ
れ
、
十
二
月
十
六
日
及
び
二
月
二
十
三
日
の
本
会
議
に
お

い
て
中
間
報
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

本
委
員
会
の
調
査
に
よ
り
、
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の

会
計
事
務
を
実
質
的
に
一
人
で
行
っ
て
き
た
猪
熊
豊
氏
が
、
常

習
的
に
隠
ぺ
い
や
証
拠
隠
滅
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
、
提

出
さ
れ
た
記
録
や
証
人
喚
問
に
よ
っ
て
、
平
成
十
八
年
度
か
ら

二
十
七
年
度
ま
で
の
十
年
間
す
べ
て
に
渡
っ
て
五
泉
市
非
核
・

平
和
推
進
事
業
費
補
助
金
に
係
る
報
告
書
等
に
お
け
る
改
ざ
ん

及
び
水
増
し
な
ど
の
詐
取
・
詐
称
行
為
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
は
、
既
に
報
告
い
た
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
三
月
十
日
、
十
三
日
に
委
員
会
を
開
催
し
、
合
併

前
の
平
成
十
六
年
度
、
十
七
年
度
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、「
羽
賀
智
明
」
と
い
う
偽
名
が
確
認
さ
れ
、
合
併
以
前

か
ら
既
に
詐
称
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
か
ら
は
、
偽
名
に
つ
い
て
、
以
前

と
同
様
の
弁
明
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
公
文
書
に
お
い
て
は
実

在
し
な
い
住
所
や
氏
名
、
い
わ
ゆ
る
偽
名
の
使
用
が
認
め
ら
れ

る
は
ず
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
詐
称
行
為
を
弁
明
す
る
こ
と
自
体

言
語
道
断
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
猪
熊
豊
氏
に
五
泉
市
非
核
・
平
和
推
進
事
業
費
補

助
金
に
関
す
る
入
金
口
座
デ
ー
タ
の
提
出
を
求
め
調
査
を
行
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
そ
の
全
て
に
お
い
て
支
出
の
詳
細
が
不

明
だ
っ
た
ほ
か
、
領
収
書
の
金
額
及
び
日
付
と
一
致
す
る
も
の

が
な
く
、
ま
た
一
部
で
は
市
か
ら
の
補
助
金
が
入
金
さ
れ
た
記

録
さ
え
残
っ
て
い
な
い
と
の
回
答
で
し
た
。

　

ま
だ
調
査
の
途
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
猪
熊
豊
氏
の
新
た
な

不
正
受
給
疑
惑
が
今
現
在
も
次
々
と
露
呈
し
て
き
て
い
る
こ
と

を
ご
報
告
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

　
百
条
委
員
会
経
過
報
告
【
三
月
十
七
日
報
告
】
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原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
詳
細
な
帳
簿
は
な
い
、
十
年
以
上
に

わ
た
る
寄
付
金
の
奉
加
帳
に
至
っ
て
は
今
年
度
分
ま
で
全
て
を
紛

失
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
の
回
答
し
か
な
い
の
が
実
態
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
だ
け
を
取
っ
て
も
、
猪
熊
豊
氏
に
は
反
省
の
色
や
、
誠
実
さ

と
い
っ
た
も
の
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
ず
、
た
だ
自
ら
の
不
正
行
為

を
隠
ぺ
い
す
る
た
め
に
証
拠
の
隠
滅
を
図
っ
て
い
る
と
し
か
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。

　

猪
熊
豊
氏
に
は
猛
省
を
促
し
、
十
年
以
上
に
わ
た
る
詐
取
・

詐
称
行
為
に
対
す
る
法
的
責
任
を
き
ち
ん
と
取
っ
て
も
ら
い
た
い
。

本
委
員
会
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
願
い
を
込
め
て
調
査
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
本
委
員
会
は
継
続
中
で
あ
り
、
今
後
も
新
た
な
記
録

の
提
出
要
求
や
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
関
係
者
、
猪
熊
豊

氏
本
人
に
証
人
出
頭
要
求
を
行
い
、
不
正
行
為
の
全
容
解
明
に

向
け
て
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
で
原
水
爆
禁
止
五
泉
協
議
会
の
補
助
金
事
務
調
査
特
別

委
員
会
の
経
過
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

　

猪
熊
豊
氏
の
こ
れ
ら
の
常
習
的
な
不
正
行
為
に
つ
い
て
は
、
も

は
や
ミ
ス
や
過
失
な
ど
と
い
う
生
半
可
な
次
元
で
片
付
け
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
合
併
以
前
か
ら

十
年
以
上
に
わ
た
り
五
泉
市
非
核
・
平
和
推
進
事
業
費
補
助
金
等

を
詐
取
す
る
目
的
で
、
領
収
書
や
補
助
金
の
実
績
報
告
書
に
記
載

さ
れ
た
数
字
等
を
意
図
的
に
改
ざ
ん
し
て
き
た
こ
と
。
さ
ら
に
は
、

領
収
書
等
の
氏
名
欄
に
偽
名
を
何
度
も
使
い
補
助
金
を
詐
取
し
続

け
て
き
た
こ
と
。
こ
れ
ら
に
対
処
す
る
に
は
、
刑
事
告
訴
な
ど
の

法
的
手
段
を
取
る
以
外
な
く
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
市
民
か
ら

の
理
解
を
得
ら
れ
る
唯
一
の
方
法
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

一
連
の
不
正
行
為
の
責
任
を
と
っ
て
猪
熊
豊
氏
は
議
員
辞
職
を

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
不
正
を
行
っ
て

き
た
責
任
が
消
え
て
し
ま
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
議
員
と

し
て
、
真
摯
な
態
度
で
自
分
の
罪
と
向
き
合
い
、
事
実
を
明
ら
か

に
し
、
本
当
の
意
味
で
の
け
じ
め
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
切

に
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
現
在
、
猪
熊
豊
氏
に
は
何
度
も
記
録
の
提
出
を
求

め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
五
泉
市
非
核
・
平
和
推
進
事
業
費
補
助

金
の
実
績
報
告
書
に
関
す
る
書
類
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
紛
失
し
た
、
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【 ○：賛成、×：反対、－：欠席・棄権、除：除斥※2】議員別議案賛否一覧表

提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

１
深
井
　
邦
彦

２
桑
原
　
一
憲

３
白
井
　
妙
子

４
今
井
　
　
博

５
安
中
　
　
聡

６
佐
藤
　
　
浩

７
長
谷
川
政
弘

８
伊
藤
　
昭
一

９
佐
藤
　
　
渉

10
平
井
　
敏
弘

11
牛
膓
　
利
栄

12
鈴
木
　
良
民

13
熊
倉
　
政
一

14
広
野
　
　
甲

15
剣
持
　
雄
吾

16
羽
下
　
　
貢

17
町
田
　
俊
夫

18
阿
部
　
周
夫

19
（
欠
　
番
）

20
林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第１号
専決処分の報告承認について（平成28年度五泉市一般会
計補正予算（第10号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第２号 第２次五泉市総合計画基本構想について 可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第３号
新潟市及び五泉市における連携中枢都市圏の形成に係る
連携協約の締結について

可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第４号 教育に関する事務の委託の廃止について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第５号 川内辺地に係る総合整備計画の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第６号 戸倉辺地に係る総合整備計画の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第７号 蛭野辺地に係る総合整備計画の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第８号
五泉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第９号
五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第10号
五泉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第11号 五泉市税条例等の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第12号
五泉市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制
定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第13号 五泉市空家等対策協議会条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第14号
五泉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第15号 五泉市消費生活センター条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第16号
五泉市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第17号
五泉市奨学金貸付条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第18号 五泉市いじめ防止対策委員会条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第19号
五泉市総合会館条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第20号
五泉市体育施設条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第21号 市道の廃止について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第22号 市道の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第23号 平成28年度五泉市一般会計補正予算（第11号）

修正案 否決 × × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ×

原　案 可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

議第24号
平成28年度五泉市国民健康保険特別会計補正予算
（第４号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第25号 平成28年度五泉市介護保険特別会計補正予算（第５号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第26号 平成28年度五泉市下水道事業特別会計補正予算（第５号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第27号
平成28年度五泉市簡易水道事業特別会計補正予算
（第２号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

※１　法律に特別の定めがある場合を除く外、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。

※２　地方自治法117条の規定により、自己に直接利害関係のある事件については議事に参与できないため、退席し表決に加わっていません。
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提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

１
深
井
　
邦
彦

２
桑
原
　
一
憲

３
白
井
　
妙
子

４
今
井
　
　
博

５
安
中
　
　
聡

６
佐
藤
　
　
浩

７
長
谷
川
政
弘

８
伊
藤
　
昭
一

９
佐
藤
　
　
渉

10
平
井
　
敏
弘

11
牛
膓
　
利
栄

12
鈴
木
　
良
民

13
熊
倉
　
政
一

14
広
野
　
　
甲

15
剣
持
　
雄
吾

16
羽
下
　
　
貢

17
町
田
　
俊
夫

18
阿
部
　
周
夫

19
（
欠
　
番
）

20
林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第28号
平成28年度五泉市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第５号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第29号 平成28年度五泉市水道事業会計補正予算（第５号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第30号 平成29年度五泉市一般会計予算 可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第31号 平成29年度五泉市国民健康保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第32号 平成29年度五泉市介護保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第33号 平成29年度五泉市下水道事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第34号 平成29年度五泉市簡易水道事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第35号 平成29年度五泉市川東財産区一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第36号 平成29年度五泉市後期高齢者医療特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第37号 平成29年度五泉市水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第38号 五泉市教育委員会委員の任命について　※３ 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮問第１号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
※４

適任と 
認める

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第39号 平成28年度五泉市一般会計補正予算（第12号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
　
　
員

発議第１号
原水爆禁止五泉協議会の補助金事務調査特別委員会の調
査経費の追加に関する決議

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第２号 安中聡議員に対する懲罰の動議 可決 ○ ○ ○ × 除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

発議第３号
原水爆禁止五泉協議会の補助金事務調査特別委員会の平
成29年度の調査経費に関する決議

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議第４号
五泉市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

一般質問（通告順）

　２月定例会では14人の議員が一般質問を行いました。通告順に従い、質問者の氏名をお知らせします。

通告順 質問者氏名 通告順 質問者氏名 通告順 質問者氏名

1 桑原　一憲 ６ 伊藤　昭一 11 白井　妙子

2 羽下　　貢 ７ 安中　　聡 12 今井　　博

3 深井　邦彦 ８ 牛膓　利栄 13 佐藤　　浩

４ 阿部　周夫 ９ 佐藤　　渉 14 鈴木　良民

５ 町田　俊夫 10 剣持　雄吾

※１　法律に特別の定めがある場合を除く外、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。

※２　地方自治法117条の規定により、自己に直接利害関係のある事件については議事に参与できないため、退席し表決に加わっていません。

※３　教育委員会委員に藤木由佳子氏を任命するものです。

※４　人権擁護委員に樋口俊氏を推薦するものです。
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発 議 に つ い て
　― 次の発議を可決しました。―

◆発議第１号
　　原水爆禁止五泉協議会の補助金事務調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議
　【提出議員】鈴木　良民　外６名
　【内　　容】
　　原水爆禁止五泉協議会の補助金事務調査特別委員会が調査する事件について、その
調査経費については、平成28年度において50万円以内と議決されたところであるが、
今後も十分な調査を行うため50万円追加することとし100万円以内とする。

◆発議第２号
　　安中聡議員に対する懲罰の動議
　【提出議員】鈴木　良民　外５名
　【内　　容】
　　安中聡議員は本日の本会議において、自身が行う市政一般に関する質問の中で、元
監査委員の平井敏弘議員と現監査委員である柄沢則夫氏の名前を挙げ、お二人の監査
業務を誹謗中傷し、監査委員として責任ある職務を遂行されたお二人の業績を否定す
るまったく不当な発言を行った。

　　このような言動により特定の個人の名誉を傷つける行為は、当市議会の品位を軽ん
じるものである。こうした議員としてあるまじき行為には毅然とした態度で臨まざる
を得ない。

　　従って、ここに安中聡議員に対して懲罰を科すことを求めるものである。
　【結　　果】
　　出席停止　７日間

◆発議第３号
　　原水爆禁止五泉協議会の補助金事務調査特別委員会の平成29年度の調査経費に関す

る決議
　【提出議員】鈴木　良民　外６名
　【内　　容】
　　原水爆禁止五泉協議会の補助金事務調査特別委員会が調査する事件について、平成
29年度における調査経費は200万円以内とする。

◆発議第４号
　　五泉市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　【提出議員】佐藤　　浩　外２名
　【内　　容】
　　政務活動費の交付については、これまで会派への交付を基本としていたが、政務活
動をより一層効果的に実施し、活動の充実を図るため議員に一元化することなどの改
正を行うものである。

　　政務活動は、市政全般の課題について、議会の審議能力を強化し、議会の活性化を
図るものであることから、調査研究などの政務活動を通じて、議員自らが能力を高め
る努力をし、市民の負託に応えていくことが必要である。
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◎牛膓　利栄

伊藤　昭一

泉い
ず

水み

ク

ラ

ブ

五

泉

ク

ラ

ブ

２人 10人

 会派別議員構成 　◎会派代表者

【会派】五泉市議会内で政策を同じくする議員の集まりで、政治活動を行うことを目的に、代表者や構成員数を明確に

　　　して届け出ている団体です。

◎長谷川政弘

白井　妙子

羽下　　貢

桑原　一憲 　　

　　　

　　

会
派
に
所
属
し
な
い
議
員

町田　俊夫

安中　　聡

今井　　博

◎剣持　雄吾

阿部　周夫

熊倉　政一

林　　　茂

広野　　甲

鈴木　良民

佐藤　　渉

深井　邦彦

平井　敏弘

佐藤　　浩

平成29年４月１日現在

清

流

ク

ラ

ブ

４人
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平成29年３月23日　横須賀市衣笠山公園に設置

された忠犬タマ公像の除幕式が、衣笠小学校の

児童も参加して盛大に挙行されました。

議会に関するご意見・ご要望をお寄せください。
議会事務局　☎（43）3911／ E-mail :gikai@city.gosen. lg.jp ／ URL:http://www.city.gosen. lg.jp

　

日
差
し
も
長
く
な
り
、
春
の
気

配
が
感
じ
ら
れ
る
季
節
と
な
り
ま

し
た
。

　

花
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
水
芭
蕉
、

桜
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ぼ
た
ん
も

五
泉
市
に
華
を
添
え
て
く
れ
ま
す
。

　

そ
ん
な
季
節
の
中
、
四
月
六
日

に
村
松
桜
中
学
校
の
入
学
式
が
行

わ
れ
新
し
く
も
力
強
い
若
葉
が
芽

吹
き
ま
し
た
。
市
民
の
皆
様
か
ら

は
今
ま
で
同
様
、
暖
か
く
見
守
っ

て
い
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　

ま
た
、
二
月
二
十
三
日
か
ら
三

月
十
七
日
ま
で
二
月
定
例
議
会
が

開
か
れ
活
発
な
質
疑
や
討
論
が
行

わ
れ
慎
重
審
議
し
た
結
果
、
新
年

度
予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

広
報
委
員
会
一
同
、
こ
れ
か
ら

も
市
民
の
皆
様
に
と
っ
て
わ
か
り

や
す
く
読
み
や
す
い
議
会
だ
よ
り

を
お
届
け
で
き
る
よ
う
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
広
報
委
員
会

　

委

員

長　

伊
藤　

昭
一

　

副
委
員
長　

鈴
木　

良
民

　

委　
　

員　

阿
部　

周
夫

　
　

〃　
　

佐
藤　
　

渉

　
　

〃　
　

佐
藤　
　

浩

　
　

〃　
　

桑
原　

一
憲

　
　

〃　
　

深
井　

邦
彦

編

集

後

記

五泉市地酒で乾杯を
推進する条例の

啓発ポスターができました。


